
 

 
 

 

1/17 総務部長交渉（三者共闘） 

今年度退職者の 

退職手当 80 万円 

削減阻止できました！！ 

 
たくさんの署名、ご支援ありがとうございます！ 

 退職手当削減に関する第２回総務部長交渉が昨日（１月１７日）行われた。三者共闘会議（高教組、

宮教組、県職組）は「今回の提示（退職手当約８０万円削減）の全面撤回」を改めて主張し交渉を開始

した。 

 冒頭、第１回交渉に引き続き各職場で集約した追加署名５７８筆、合計６３７８筆（高教組２００筆、

合計１２９０筆）を提出した。交渉に参加した高教組、宮教組の組合員が、この削減がいかに不合理な

提示であり、「東日本大震災で奮闘した教職員・県職員の姿を思い返して欲しい」を訴えた。 

 これらを受け、総務部長（県当局）は「今年度退職者

の削減提示を撤回した（削減条例施行日を３月３１日→

４月１日）」。 

 今年度退職者の削減は押し返したものの来年度退職

者の削減は実施される。三者共闘会議は来年度に向け、

今後退職する教職員・職員の削減をカバーできる処遇の

改善、再任用者の賃金改善等の継続交渉を約束させ交渉

を終結した。 

 今後も全教職員の一層のご支援ご協力をお願いした

い。 

 

 

******************************************************************************************* 

２・11 信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会 
2 月 11 日(日) 14 時～  仙台国際センター大ホール 

講演 「憲法軽視という危機－私たちに何ができるか」 
講師 青井美帆さん（学習院大教授） 

      13:40 より宮城のうたごえ 

      集会後、デモ行進あり  

２０１８年１月１８日(木) 
宮城県高等学校・障害児学校教職員組合 

TEL:022-234-1335  FAX:022-273-1767 情報 
宮城県高等学校教職員組合 

三者共闘議長（宮教組委員長）合計 6,378
筆 

削減条例の施行日を 3 月 31 日から 4 月 1 日に 


